
・医療ニーズの濃淡
により施設機能分化
（医療型、福祉型）

・ ・医療型に医師を集
約 約し、より高度な

医療を提供

周産期医療
の充実強化

青森県地域医療再生計画（青森地域保健医療圏：周産期医療から療育まで）
＝ 現 状 ＝

ＮＩＣＵからの
受入

地域周産期母子医療センターへ

療育の場へ

特定機能
病院へ

青森市民
病院

機器設備強
化充実

県立中央病院
ＭＦＩＣＵの機器整備
ＮＩＣＵ増床

(9⇒12⇒15)

弘大付属病院
専門医養成

総合周産期母子医療センター

在宅（通所・短期
入所等在宅支援利用）

ＭＦＩＣＵ・ＮＩＣＵＭＦＩＣＵ・ＮＩＣＵ

ＮＩＣＵからの

受入⇒満床！

地域周産期母子医療センターへ

あすなろ医療
療育センター

国立青森病院

青森市民
病院
機器設備
不十分！

県立中央病院
ＮＩＣＵ（９床）
限界以上！

弘大付属病院総合周産期母子医療センター

医師不足
＋満床

既存病院と連携
＋医師集約

回復後の
受入

⇒満床

急性期の
受入

＝満床

福祉型施設
・必要に応じた医療
・入所＋介護支援
・在宅支援（通所等）

福祉型施設
・必要に応じた医療
・入所＋介護支援
・在宅支援（通所等）

特定機能
病院へ

医療型施設
（重症心身障害児施設）

医療型施設
（重症心身障害児施設）

医療型施設
専門的な障害児医療
（国立病院との一体的
運営による効率化）

医療型施設
専門的な障害児医療
（国立病院との一体的
運営による効率化）

あすなろ医療
療育センター
重心施設から
福祉型施設へ

相
談
・支
援

在宅（通所・短期
入所等在宅支援利用）

総合相談支
援センター
・NICU受入や医
療型、福祉型
間の入所通所
調整

・情報提供等在
宅支援

地域の
開業医等

人
的
支
援

人
的
支
援

応
援

応援
応援

地域の
開業医等

周

産

期

療

育

人材育成機関
人材育成機関

回復後の
受入

急性期の
受入

国立青森病院
重心病棟建て替え
・重症心身障害児施設
（増床分補助）
・肢体不自由児施設

ＭＦＩＣＵ・ＮＩＣＵ
高度で専門的な周産
期医療のネットワーク

ＭＦＩＣＵ・ＮＩＣＵ
高度で専門的な周産
期医療のネットワーク

＝ 再 編 後 ＝ H22.1.6申請版



青森地域保健医療圏における課題を解決する方策

１ 課題を解決する方策

①課題： (1) 総合周産期母子医療センターＭＦＩＣＵ及びＮＩＣＵが、ほぼ満床状態で新規受入れが困難となっている。

(2) 地域周産期母子医療センターも、総合周産期母子医療センターからの逆搬送受入れが困難となっている。

目標： (1) 地域周産期母子医療センターＮＩＣＵの平均在院日数について、平成２０年の水準（１７日）を維持する。

(2) 総合周産期母子医療センターの１日平均のＮＩＣＵ不足病床を１床以下に削減する。

(3) 当圏域の乳児死亡率（出生千対）を２．０以下とする。

対策： (1) 総合周産期母子医療センターに係るＭＦＩＣＵ機器整備事業（１億円）、ＮＩＣＵ増床・機器整備事業（４億円）、ＮＩＣＵ増床分
運営費補助事業（０．６億円）
総合周産期母子医療センターの受入能力の拡充、機能向上を図るとともに、ＮＩＣＵ増床に必要な体制強化を図り、安定的な運営を
図る事業である。

(2) 地域周産期母子医療センター等機器整備等事業（３億円）
地域周産期母子医療センターの機能強化等によって、総合周産期母子医療センターからの逆搬送受入体制の充実やＮＩＣＵの
後方病床充実を図る事業である。

(3) 周産期医療・障害児医療管理システム構築・運営事業（２億円）
周産期医療から療育の場面まで、必要な情報を共有し、適切なサービスの提供を可能とするための情報システムを構築する
事業である。

(4) 周産期医療の特徴・改善に係る研究事業（０．８億円）
本県の周産期医療に関する研究によって、周産期医療の一層の充実を図るとともに、総合周産期母子医療センターに臨床機能に
研究機能を加え、医師にとって魅力のあるセンターの構築を通じた医師確保も図る事業である。



②課題： ○ ＮＩＣＵ等から重症児を受け入れる重症心身障害児施設が、医師不足・満床状態で新規受入れが困難な状況となっている。

目標： (1) 当圏域において重症児等を受け入れる病床を７０床確保する。

(2) 既存の県立療育医療センターを福祉型施設に転換し、３０名程度入所可能な体制を確保する。

(3) 障害のある児等に対する医療・介護・福祉サービスの総合的な窓口を設置し、年１，０００件程度の相談件数を目標とする。

対策： (1) 国立病院機構青森病院重症心身障害児病棟増床事業（８．５億円）
重症心身障害児施設を集約化する国立病院機構青森病院の増床を行い、重症心身障害児施設の安定的運営を確保する事業である。

(2) 県立医療療育センター福祉型施設転換・改修事業（３．４億円）
重症心身障害児施設の集約化に伴い、現行の県立重症心身障害児施設を一部医療機能を残した福祉型に転換することにより、
身近な医療・福祉サービスの提供拠点としての必要なサービスの提供を維持する事業である。

(3) 総合相談支援センター設置・運営事業（０．５億円）
医療、介護及び福祉サービスの調整や在宅医療に関する相談等に対応するための総合相談支援センターを設置することにより、
障害のある児等に対して在宅療養の支援を含め、必要なサービスの提供を円滑に行うための事業である。

③課題： ○周産期医療及び障害児医療に携わる医師が恒常的に不足し、人材を安定的に確保する対策が必要となっている。

目標： (1) 当圏域において周産期・障害児医療に従事する医師を新たに４名程度確保する。

(2) 国立病院機構青森病院に医師を集約化し、重症児等に対する医療の地域拠点病院とするとともに、当該病院における
障害児医療に従事する医師をさらに１名以上確保する。

対策： ○ 弘前大学等に対する専門医確保委託事業（１．２億円）
弘前大学等の医師養成機関に対して、周産期医療、障害児医療に係る専門医確保のための医師養成を委託することにより、本医療圏
を含めた県内の周産期医療、障害児医療体制の維持・充実を図る事業である。

２ 地域医療再生計画終了時の姿
(1) 当圏域の周産期医療において、地域周産期母子医療センターの医療機器整備を行うことにより、圏域の産科医療施設からの
ハイリスク新生児等の受入体制の充実と総合周産期母子医療センターからの逆搬送に対応できる体制の確保が図られるとともに、
総合周産期母子医療センターのＮＩＣＵ病床の増床等を行うことにより、低出生体重児等の常時受入可能な体制が確保される。

(2) 当圏域の障害児医療において、ＮＩＣＵ等から在宅への移行が困難な重症児に対応できる病床が確保され、レスパイトケア等の
ための短期入所にも対応するとともに、身近な医療・福祉サービスの提供拠点の確保と総合的な相談・調整が行われる。

(3) 周産期医療、障害児医療を担う医師が確保される。

(4) (1)～(3)により、当圏域において、周産期医療から療育まで、医療ニーズに応じた患者本位の切れ目ない医療提供体制が構築
される。


